
訪看鳥 Ver3.02.10では下記機能を追加いたしました。 

1. 

 平成 27年 1月施行の難病法公費（法別番号 54）を追加 

2. 

［訪問看護の情報提供書］の「要介護認定の状況」の選択をクリアする機能を追加 

 

1. 

 難病法に基づく新たな医療費（特定医療費）助成制度が平成27年1月から施行されました。  

受給者証の公費負担者番号の法別番号は「54」となります。 

 

［利用者情報修正]から［公費情報登録変更］をクリックし、「利用者別公費情報」画面を 

表示させ、①公費種類で該当保険の「難病法」を選択し、②開始日 ③終了日 ④負担者

番号 ⑤受給者番号 ⑥自己負担額を入力し、⑦[追加]をクリックして、公費の追加を 

おこない［DB登録］してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～注意～ 

難病法（法別番号 54）は、医療保険用、介護保険用それぞれ公費を追加しております。 

該当保険用の公費で登録をおこなってください。 

両方の保険でサービスを利用されている場合は、それぞれ公費を追加してください。 

 



  ～Point～ 

自己負担額については、毎月徴収する金額が違う可能性があります。 

利用者様がお持ちになる自己負担額管理票から自己負担額を確認し、 

「利用者別公費情報」画面で、毎月、有効期間、自己負担額等を入力し 

[追加]をクリックして登録をおこなってください。 

 

また難病法公費（法別番号 54）が追加されたことに伴い、介護給付費請求書（様式第一）

の公費請求にも、難病法の公費が追加されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 【特記事項】について 

医療保険の難病法では、特記事項の記載が必要な場合があります。 

下記の方法で入力をお願いいたします。 

1. 

サービス登録後、実績の集計で「実績確定・集計」をおこないます。 

2. 

印刷→【訪問看護療養費明細書】から該当の利用者を選択し、［確認・修正］を 

クリックします。 

3. 

年月度を確認し、右下の［選択］をクリックすると、訪問看護療養費明細書編集画面が 

表示されます。生年月日等の下に「特記」欄がありますので所得区分の入力をおこなって

ください。入力した情報は次月以降も引き継がれます。 

 



【訪問看護療養費明細書】編集画面 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

［訪問看護の情報提供書］で「要介護認定の状況」の選択を［Esc］キーでクリアできる 

機能を追加いたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護認定の状況で選択された項目を解除したい

場合、該当項目にカーソルをもっていき［Esc］キ

ーを押下してください。 

「特記」欄 


